
在宅レスパイト事業について

千葉県健康福祉部
疾病対策課
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千葉県在宅難病患者一時等入院事業 在宅レスパイト事業（案）

事業内容 対象者 利用回数等

県内訪問看護事業所と委託契約
を締結し、病状等の理由により
移送が困難な場合など一時入院
が難しい場合に患者宅に訪問看
護師を派遣する。

（１) 千葉県に住所を有する者
（２）在宅で療養する難病医療法（平成26年法律第

50号）第５条に規定する指定難病の患者及び
特定疾患治療研究事業対象疾患患者で、かつ、
当該指定難病及び対象疾患を主たる要因とし
て在宅で人工呼吸器を使用している患者

（３）家族等の介護者の休息（レスパイト）、又は
事故等の理由により一時的に在宅で介護等が
受けられなくなった者

（４）常時医学的管理下に置く必要があり、病状の
安定している者

４時間以内／月
年間４か月まで

一時入院事業と同様に対象者については、難病医療法（平成26年法律第50号）第５条に規定する指定難病の
患者及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者で、かつ、当該指定難病及び対象疾患を主たる要因として在宅
で人工呼吸器を使用している患者のうち神経・筋疾患の患者とする。
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承 認

参 考
利用までの流れ

相 談 ・ 申 請

一 時 入 院 在宅レスパイト

患者の移送が困難等で
一時入院が難しい場合


